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〓お知らせ〓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 １月分当選発表 

「
お
楽
し
み
く
じ
」
付
き
Ｄ
Ｍ 

１
枚 

１
６
円 

「お楽 しみくじ」付 きシール 

１００枚  １,５８０円  

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

（有）小沢自動車修理工場 253 甲府東 功刀モータース 213 市川

（有）大木自動車 922 甲府西 カーショップ昭和 1277 市川

三友自動車工業（有） 15 甲府南 （株）稲葉工業 63 南巨摩南

深沢自動車整備工場 288 甲府南 オートショップ渡辺 1197 南巨摩北

東洋モータース(株) 972 甲府北 米山自動車工場 629 東八

（有）カ―サ―ビス五味 1106 甲府北 長田自動車整備工場 941 東八

末木モータース 431 峡北 三富自動車工業 782 日下部

（有）輿石自動車工業 665 韮崎 （株）田辺自動車 113 塩山

山本自動車整備工場 699 韮崎 （有）カードックＶＪオート 406 塩山

槫林モータース 834 韮崎 福田オート 447 塩山

ヤザキオート 1151 韮崎 後藤モータース 509 塩山

新津モータース 413 南アルプス南 町田自動車商会 692 塩山

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 （有）古屋モーター販売 994 岳麓

（有）山口自動車 115 南アルプス北 杉林モータース 786 都留

前沢自動車工業 749 南アルプス北 （有）池谷オートサービス 1096 都留
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令和２年度の“セーフティードライブ・チャレンジ１２３”は、７月２１日から１１月２０日

までの１２３日間実施されました。 

当業界からも４９チーム（１チーム５名）が参加したＡＭＳチームの結果は、残念ながら県内

全体より低い達成率となりました。 

セーフティードライブ・チャレンジ１２３の実施期間だけではなく、今後も安全運転と交通ル

ールを守るように心掛けをお願いします。 

 

 県内全体 ＡＭＳチーム（１８支部） 

参加チーム ７,４６１チーム ４９チーム 

達成チーム ６,６０１チーム ４１チーム 

達成率 ８８.５％ ８３.７％ 

 

  ＡＭＳチームの過去５年間の達成状況        ＡＭＳチームの主な違反状況 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証工場を対象とする標記定期校正を通達に基づき、下記により実施します。 

また、該当支部の事業場（認証工場）には追って案内しますが、予めご承知下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

支  部 実  施  日 
 

実 施 場 所 
 

時   間 

市    川 ３月５日（金） 
 

振 興 会  実 習 場 
 

９:００～１６:００ 

▲事故件数           ２件 

▲違反件数           ８件 

①一時不停止           ２件 

②通行禁止等           ３件 

③速度超過（３０㎞/ｈ以上３５㎞/ｈ未満）１件 

④携帯電話使用等（保持）    １件 

⑤シートベルト         １件 

 

セーフティードライブ・チャレンジ１２３が実施されました 

令和２年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 
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国土交通省ホームページに特定整備事業関係情報の専用ページ「自動車特定整備事業について」が

開設され、同ページにおいて、電子制御装置整備の対象車両及び整備用スキャンツールの情報等が掲載

されましたのでお知らせします。 

なお、上記 対象車両及び整備用スキャンツールリストは随時更新されますので、ご留意下さい。 

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」 

自動車⇒◆自動車整備事業⇒自動車特定整備事業について 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システムをご利用ください 

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせ 
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この度、令和２年度の自動車特定整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知らせ

します。 

 

１．目的 

本調査は、自動車整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資する

方策の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。 

 

２．調査時点 

令和２年６月末現在。整備売上高については、令和元年７月１日から令和２年６月末までに  

決算が終了した事業実績であり、会計年度では「令和元（平成 31）年度」実績となります。 

 

３．調査結果の概要（別紙参照） 

道路運送車両法に規定する自動車整備事業者(令和２年６月末時点 91,533 事業場)のうち約２

割を対象として調査を行いました。(有効回答数は全事業場の約 1 割) 

令和２年度調査における総整備売上高は 5兆 6,561 億円となり、前年度と比較すると 345 億円

(0.6％)の微増であるものの、４年連続の増加となりました。 

なお、詳細の分析は３月発刊予定の｢令和２年度版自動車整備白書｣に掲載する予定です。 

 

注) 1.専   業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50%をこえる事業場 

2.兼   業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売 

上高の 50%以上を占める事業場（ディーラーを除く） 

3.ディーラー：自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業

の事業場 

4.自      家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 

 

（１）総整備売上高 

直近６年間の総整備売上高の推移をみると、平成 27・28 年度は減少しましたが、令和２年度は

４年連続の増加となりました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が 376 億円(1.4％)増、ディーラーが 77 億円(0.3％)増、

自家が 108 億円(4.8％)減となり、自家のみ減少しました。 

作業内容別では、「車検整備」が 0.4％増、「定期点検整備」が 7.9％増、「事故整備」が 7.9％

減、「その他整備」が 4.5％増と、「事故整備」のみ減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について 
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（２）事業場数 

調査時点における事業場数は 91,533 事業場で、前年度と比較すると 72事業場(0.08%)減と５年

連続の減少となりました。 

指定工場数は 30,085 事業場で、前年度と比較すると２事業場(0.01％)減となりました。 

 

 

（３）整備関係従業員数 

整備関係従業員数は 539,086 人で、前年度と比較すると 2,593 人(0.5％)増となっています。 

 

（４）整備要員数及び整備士数 

整備要員数は 399,218 人で、前年度と比較すると 83 人(0.02％)増となっています。 

整備士数は 339,593 人で、前年度と比較すると 2,696 人(0.8％)増となり、整備要員数に対する

整備士数の割合(整備士保有率)は 85.1％で 0.7 ポイント増加しています。 

 

※参考：内数として、女性整備要員数は 19,072 人(1,663 人増)、女性整備士数は 11,128 人(870

人増)、総整備要員数に占める女性整備要員数の割合は 4.8％、総整備士数に占める女

性整備士数の割合は 3.3％ 

 

（５）整備要員１人当り年間整備売上高 

整備要員１人当り売上高(自家除く)は 14,284 千円で、前年度と比較すると 0.8％増となってい

ます。なお、業態別では、専・兼業は 10,115 千円(1.5％増)、ディーラーは 23,646 千円(0.05％

増)となりました。 

 

（６）整備要員平均年齢 

整備要員平均年齢(自家を除く)は 45.7 歳で、前年度と比較すると 0.2 歳上昇しました。 
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（７）整備要員１人当り年間平均給与 

整備要員１人当り年間平均給与(自家を除く)は 3,963 千円となり、前年度と比較すると 39 千円

（1.0％）増加しています。 
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〓研修・講習会〓 

 

 

 

指定自動車整備事業の適切かつ円滑な運営を図るため、標記講習会を山梨運輸支局のご協力を 

頂き、下記により開催致します。 

つきましては、受講対象者の方は必ず受講されますようお願いします。 

 

１．講習対象者 ① 指定整備事業者 

         ② 事業場管理責任者（保安基準適合証交付者） 

         ③ 主任技術者 

         ④ その他指定整備事業に携わる中間管理者 

 ※①〜④の対象者の中から、本年度は受講人数を制限しているため指定整備事業場ごとに事業 

場管理責任者を含め２名以内の受講をお願いします。 

２．講習指定日 （事業場の指定番号等を確認の上、指定日に受講してください） 

 

日    時 講習時間 講 習 対 象 者 

令和３年２月２５日(木) 
午 前 

指定番号８－１番～８－２８６番の 
主任技術者、中間管理者 

午 後 
指定番号８－１番～８－２８６番の 
指定整備事業者、事業場管理責任者(保適交付者) 

令和３年２月２６日(金) 
午 前 

指定番号８－２８７番～８－４６４番の 
主任技術者、中間管理者 

午 後 
指定番号８－２８７番～８－４６４番の 
指定整備事業者、事業場管理責任者(保適交付者) 

  

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受講人数を制限しておりますので必ず指定日に受

講をお願いします。（指定日以外でお越しいただいた場合、受講できない場合もありますので 

ご承知願います。） 

※都合の悪い場合は振興会指導教育部まで連絡をお願いします。 

３．講習時間  【午前の部】 受付 ９：００～ ９：３０ 研修 ９：３０～１２：００ 

        【午後の部】 受付１３：００～１３：３０ 研修１３：３０～１６：００ 

４．開催場所  （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

５．受 講 料   １名 ２,８００円（テキスト代を含む） 
 
６．そ の 他   受講修了証明を致しますので、自動車整備技能者手帳をご持参下さい。 

 

【新型コロナウイルス感染防止対策のお願い】 
①受講時はマスクの着用をお願い致します。 
②会場に入る時は、設置してある検温器による検温及び消毒液による消毒をお願いします。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご理解ご協力をお願いします。 
 

指定自動車整備事業者等講習会を開催します 


